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地域気候変動適応計画の策定

〇 令和３年３月策定された「第４次山形県環境
計画」を、気候変動適応法第１２条に基づく地域
気候変動適応計画に位置付け。

⇒ 気候変動の影響やその適応策に関する情
報を収集し、県民の方々へ提供するための取組
や体制の整備を進める。







山形県気候変動適応センター設置までの経緯

○ 令和２年７月から、当センター内への地域適応センターの設置について
具体的な検討を始める。

○ 同年９月に、予算は確保するものの、人員の追加配置は見送る方針と
する。

○ 同年１２月に県議会に適応センター設置を説明。

○ 令和３年２月から、開所に向けた最終準備に取り掛かり、設置要綱の
作成、センター内への適応コーナー設置、ホームページの整理、関係機
関への周知等を進める。

○ 令和３年３月、第４次山形県環境計画策定（適応計画策定）

○ 令和３年４月１日 山形県気候変動適応センター開所
（セレモニーは実施せず）



これまで実施していた環境教育への
支援や県民への環境に関する情報の
提供に併せて、気候変動適応に関す
る内容も実施。

山形県気候変動適応センターの設置

令和３年４月１日付けで、
山形県環境科学研究センター内に
「地域気候変動適応センター」を設置。



取り組み

令和３年度当初予算
気候変動対策推進体制整備事業費 840千円

（主なもの）
セミナー開催（資料作成・講師謝礼等）307千円、
パンフレット作製100千円、書籍購入40千円



取り組み

① 情報収集・発信
・セミナー等への参加
・ホームページの開設
・環境教室（職員出前講座）における説明

② セミナーの開催（予定）
・ＮＰＯ法人と連携し、ワークショップ形式で開催（１２月）



今後の課題

〇適応に係る幅広い情報の収集

〇オンラインセミナーやSNS等を活用した情報発信の強化

〇各分野で適応策関連事業に取り組む県研究機関等
との連携


